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１．変更内容（変更及 ⼯事概要（１／２））

現在、東海第⼆発電所で実施している⼯事（フィルターベント設置⼯事等）の進捗に伴い、作業エリア（⼟砂等の置
き場）を新たに確保する必要が⽣じている。
確保可能 作業    周辺監視区域外 跨      ⼯事期間中 ⼀時的 変更 必要      東海発電
所及 東海第⼆発電所 原⼦炉施設保安規定（周辺監視区域） 定  周辺監視区域図 ⼀部 変更する。

  本変更   敷地境界及 線量評価 変更 東海第⼆発電所原⼦炉設置許可及 東海発電所
廃⽌措置計画 変更   
また、⼯事期間中    ⼀時的 変更 上記⼯事終了後  変更前 位置 復旧予定 東海
第⼆発電所 新規制基準適合性 係 ⼯事計画 変更 

（２）⼯事概要
図1-１ 周辺監視区域図

（東海発電所 第31条第31図、東海第⼆発電所 第99条第99図） 図1-２ 周辺監視区域変更拡⼤範囲図

（１）変更概要

約１５ｍ

約５９ｍ

約１３０ｍ

【凡例】
：既存の周辺監視区域境界
：撤去する周辺監視区域境界
：新設する周辺監視区域境界

ゲート

防潮堤予定位置

作業エリア⾯積
約６、０００ｍ２
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１．変更内容（変更及 ⼯事概要（２／２））

（３）作業エリアの概要
東海第⼆発電所敷地内については，現在実施している⼯事の作業エリアが敷地内の各所に分布しており，敷地内に
新たな作業エリアを確保することができない。（図1-3参照）
新たな作業エリアについては，フィルタベント設置⼯事の掘削⼯に伴う建設発⽣⼟（⼟砂）の⼀時的な仮置き場※や
躯体⼯ 伴 鉄筋 組 ⽴ 作業， 打設 型枠 組 ⽴ 作業等 ⽤  計画 
※東海第⼆発電所 地盤特性（岩盤 深 ） ，⼤規模 掘削⼯ 必要 多量 ⼟砂 発⽣ 

発⽣  ⼟砂     ，外部搬出     計画 ，搬出時 ⼟砂 積 替  掘削量 搬出量 上
回った場合等の⼀時的な仮置き場として使⽤する。

図1-３ 東海第⼆発電所敷地内の作業エリア分布
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必要⾯積
• 鉄筋 組 ⽴ 約５，２００ｍ２

• 型枠 組 ⽴ 約２，５００ｍ２

※ ⼀部     鉄筋 組 ⽴       使⽤       違 時期  型枠 組 ⽴ 
使⽤する場合があるため、必ずしも合算値は作業エリア⾯積と⼀致しない。

作業エリア⾯積
約６、０００ｍ２

図1-４ 鉄筋 型枠 組 ⽴ （ ）



（４）運⽤等

１．変更内容（運⽤等）

【標識 柵等 管理】
⽴⼊ 等 新 設置 出⼊管理等 運⽤ 変更 

【隣接事業所  境界】
今回変更  周辺監視区域境界 隣接  国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構（JAEA）施設の
周辺監視区域境界が設定されており、JAEA施設 周辺監視区域 変更 必要 

今回変更  周辺監視区域 施⾏時期 周辺監視区域 変更 関  東海発電所保安規定変更 
東海第⼆発電所保安規定変更及 JAEA関連施設 保安規定変更 全 認可 受  周辺監視区域境界 

及 標識 設置後 施⾏ 
敷地境界 変更 図1-5 JAEAと当社の敷地境界及び周辺監視区域図（抜粋）

【凡例】
：既存の周辺監視区域境界
：撤去する周辺監視区域境界
：新設する周辺監視区域境界
：敷地境界

ゲート

作業エリア⾯積
約６、０００ｍ２
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（５）運⽤開始予定時期 2022年5⽉※

※⼯事進捗 変更 場合 



２．原⼦炉設置許可、廃⽌措置計画、設計及び⼯事計画認可の対応①

設置許可 評価結果
本⽂（敷地⾯積） • 敷地境界 変更      敷地⾯積 変更    
添付書類九
（平常運転時 線量評価結果）

• 周辺監視区域変更部分     希ガスによる周辺監視区域境界の計算地点
（排気筒を中⼼とした16⽅位の評価点[第2-1図]）における線量評価を確認

（ⅰ）希     周辺監視区域境界 計算地点    線量評価結果
 SSW⽅位 変更     最⼤地点 変更  （第１表 第２表）

（ⅱ）希     ⼈ 居住 考慮  計算地点    線量評価結果 [第2-2図]
 変更  

（ⅲ）  素   ⼈ 居住 考慮  計算地点   最⼤   線量評価結果
 変更  

• 本⽂九号 平常運転時 線量評価結果   、⼈の居住を考慮した計算地点の
うち最⼤となる計算地点の結果を記載しているが、今回の周辺監視区域境界の変
更 伴 評価結果 変更   、設置許可申請書の本⽂への影響はない。

添付書類⼗
（事故時 線量評価結果）

【設計基準事故】
• ⾮居住区域 変更※１はないため、線量評価 変更   [第2-3図]
※１ 設計基準事故 周辺公衆への被ばく評価として放出源を中⼼とした16⽅位と⾮居住区域境界の交点（海側⽅位は除く。）で

計算地点を設定

【重⼤事故に⾄るおそれがある事故】
• 敷地境界 変更※２はないため、線量評価 変更   [第2-4図]
※２        実施時（格納容器圧⼒逃  装置及 耐圧強化         ） 周辺公衆  被  評価   、放出源

を中⼼とした16⽅位 ⾮居住区域境界及 敷地境界 交点（海側⽅位 除  ） 線量計算地点 設定

東海第⼆発電所 原⼦炉設置許可への影響  変更  
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２．原⼦炉設置許可、廃⽌措置計画、設計及び⼯事計画認可の対応②
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第2-1図 線量計算地点図（周辺監視区域境界 計算地点）



２．原⼦炉設置許可、廃⽌措置計画、設計及び⼯事計画認可の対応③
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第2-2図 線量計算地点図
（⼈の居住を考慮した計算地点）



２．原子炉設置許可、廃止措置計画、設計及び工事計画認可の対応④
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第2-3図 線量計算地点図（設計基準事故における計算地点） 第2-4図 線量計算地点図
（重大事故に至るおそれがある事故における計算地点）



条 規定 主な内容 評価
6

（1）
津波による
損傷防⽌

設計基準対象施設（兼⽤キャスク及びその周辺施設を除
く。）が基準津波（設置許可基準規則第五条第⼀項に規
定する基準津波をいう。以下同じ。）によりその安全性が損
            ，防護措置  他 適切 措置 
講じなければならない。

防潮堤設置等
• 浸⽔防護施設の基本設計⽅針として，

⼊⼒津波 設定，津波防護対策 ⽅針
を記載（防潮堤等の配置を⽰す図はな
い）

⼀時的な周辺監視区域の変
更   ，基本設計⽅針 変
更   

7
（2）

外部からの
衝撃による
損傷の防⽌

周辺監視区域 隣接  地域 事業所，鉄道，道路  
他の外部からの衝撃が発⽣するおそれがある要因がある場合
には，事業所における⽕災⼜は爆発事故，危険物を搭載
  ⾞両，船舶⼜ 航空機 事故  他 敷地及 敷地
周辺の状況から想定される事象であって⼈為によるもの（故
意によるものを除く。以下「⼈為による事象」という。）により
発電⽤原⼦炉施設（兼⽤キャスクを除く。）の安全性が損
       ，防護措置  他 適切 措置 講   
ればならない。

船舶の⽕災・爆発への対応等（外部事
象による損傷防⽌評価）

• 基本設計⽅針として，各⾃然現象に対
する設計⽅針（防⽕帯幅の設定等）を
記載（周辺監視区域等を⽰す図はな
い）

⼀時的な周辺監視区域の変
更   ，基本設計⽅針 変
更   

8
（3）

⽴⼊  防
⽌

⼯場等  ，業務上⽴ ⼊ 者以外 者     周辺
監視区域内 ⽴ ⼊    制限    ，柵，塀  他
の⼈の侵⼊を防⽌するための設備を設けるか，⼜は周辺監
視区域である旨を表⽰しなければならない。ただし，当該区
域 ⼈ ⽴ ⼊          明   場合 ，  
限りでない。

SA施設の設置等に伴う周辺監視区域の
変更 無    説明

• 基本設計⽅針   ，業務上⽴ ⼊ 者
以外 者     ⽴ ⼊    制限 
るための設備を設ける設計とすること，また
は表⽰する設計とする旨を記載（周辺監
視区域を⽰す図はない）

周辺監視区域の境界が⼀時
的 変更    ，既認可 
⽰     ⽴ ⼊    制
限することに関する基本設計⽅
針 ⽰ 設計⽅針  変更 
ない

２．原⼦炉設置許可、廃⽌措置計画、設計及び⼯事計画認可の対応⑤

東海第⼆発電所 ⼯事計画への影響  変更  
• 基本設計⽅針 要⽬表 記載 変更    設計及 ⼯事計画変更認可申請 不要    
• 添付書類      下表 内容 影響       ⼯事期間中 ⼀時的 変更    ⼯事終了

時期 現在 計画 復旧      変更    
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技術基準規則   影響整理（周辺監視区域変更 関連  条⽂ 記載）



２．原⼦炉設置許可、廃⽌措置計画、設計及び⼯事計画認可の対応⑥
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条 規定 主な内容 評価
9

（1）
⼈ 不法 
侵⼊等の防
⽌

⼯場等  ，発電⽤原⼦炉施設  ⼈ 不法 侵
⼊，発電⽤原⼦炉施設 不正 爆発性⼜ 易燃
性を有する物件その他⼈に危害を与え，⼜は他の物
件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び
不正    ⾏為（不正    ⾏為 禁⽌等 関
  法律（平成⼗⼀年法律第百⼆⼗⼋号）第⼆
条第四項 規定  不正    ⾏為    以下第
三⼗五条第五号において同じ。）を防⽌するため，
適切 措置 講         

持込 危険物及 不正     防⽌ 関  
説明

基本設計⽅針として以下を記載
• ⼈ 不法侵⼊ 防⽌  区域 設定 ，侵⼊

防⽌及 出⼊管理 ⾏ 設計   旨 記載
• 核物質防護関係機関  通信連絡 ⾏ 設計

とする旨を記載
• 爆破物 有害物質 持込 点検 ⾏ 設計 

する旨を記載
• 原⼦炉施設 操作，防護 係      不

正アクセスを受けないよう外部からのアクセスを遮
断する設計とする旨を記載

（区域等を⽰す図はない）

周辺監視区域の境界が⼀時
的 変更    ，侵⼊防⽌
及 出⼊管理 関  基本設
計⽅針で⽰す設計⽅針から変
更   

34
（13）

計測装置 周辺監視区域 隣接  地域    空間線量率
及 放射性物質 濃度

モニタリングポスト（電源供給、通信連絡に関
する事項を追記）

⼀時的な周辺監視区域の変
更       ，線量評価 
変更    基本設計⽅針 
変更   



２．原⼦炉設置許可、廃⽌措置計画、設計及び⼯事計画認可の対応⑦

東海発電所 廃⽌措置計画への影響 変更 
廃⽌措置計画 評価結果

添付資料三（平常時 線量評価結果） 周辺監視区域変更部分 線量評価地点 線量評価 変更
はない添付資料三（直接線及 線 影響評価結果）

添付書類四（事故時 線量評価結果）

項⽬ 廃⽌措置計画の記載
添付書類三
平常時評価

①排気筒位置 北⻄⽅位，⾵下距離660m（⼈の居住を考慮した評価地点）

添付書類三
直スカ評価

①国道245号⽅向 周辺監視区域境界（使⽤済燃料冷却池建屋の壁⾯からの距
離 約660m）

添付書類四
事故時評価

①排気筒位置から⻄北⻄⽅位，⾵下距離520m
②排気筒位置 南⻄⽅位，⾵下距離1,220m（⼈の居住を考慮した評価地点） 10




